
（様式１） 

 

鳥取県立福祉人材研修センターの委託業務に関する事業計画書 

 

 

１ 管理運営の基本的な考え方 

（１）管理運営の方針 

   鳥取県立福祉人材研修センター（以下「センター」という。）の機能を最大限発揮するため

鳥取県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）の有する福祉人材センター機能や高齢者疑

似体験インストラクター、福祉講師などの職員の専門性を活かしながらセンターの管理運営

を行う。 

① 住民の公平な利用の確保 

    県民が広く利用する公の研修施設としての性格を認識するとともに、利用者の公平な利用 

や満足度を高めるため、利用者の声を活かした運営を行う。また、平成２３年度に開設した

福祉体験交流プラザの機能（福祉体験、福祉情報の発信、交流スペース、ボランティアの活

動スペースの開放等）を充実させ広く県民が集えるスペースを提供する。 

 ② 利用者へのサービス提供 

利用者の利便性を考え、送迎バスの運行、コピー機、自動販売機の設置等、利用者が利用 

 しやすい環境を整える。また、利用促進会議を開催し外部の意見を聞く機会を設けることで、

幅広い意見を伺い、運営に反映させるとともに、広く県民に向けて施設利用の広報に努める。 

③ 収入確保と経費の節減 

広報誌、イベントなどを通じ、広く県民に利用の促進を働きかけ、利用者の増加に努めて

いく。また、利用者が安全で快適に施設を利用できるよう適正なサービス水準を維持しなが

ら、効率的、経済的な管理維持（節電、節水等による光熱水費の節減、夏季におけるグリー

ンカーテンの設置、外部委託業務の複数年契約等）により管理運営費の削減に努めたり、廃

棄物の発生を抑制し、環境に配慮した管理を行う。 

さらには、福祉目的以外の利用についても企業等に呼びかけるなどして、利用促進を図っ

ていく。 

④ 法令遵守の徹底 

施設管理に関する消防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、個人情報の適

切な管理等、法令遵守（コンプライアンス）を徹底した管理運営を行う。 

 ⑤ 災害支援活動の拠点として活用 

県社協は広域での災害ボランティアセンター機能を有しており、災害発生時にはセンター

をボランティアの活動拠点とするなど災害支援活動の拠点として活用するとともに、日ごろ

から防災関係機関と連携を図りながら防災に努める。 

 ⑥ 県との連携 

設置者である鳥取県と密接に連携を図りながら、管理運営を行う。 

 

（２）他の施設管理の実績 

なし 

 



２ 管理の基準・サービスの提供内容 

（１）開館時間の考え方と設定内容 

管理者である鳥取県社会福祉協議会の職員体制及び就業時間により、開館を午前９時、閉 

館を午後５時とする。 

なお、管理者が特に必要があると認める場合は、午後９時を限度として利用時間の延長を

許可する。 

 

（２）休館日の考え方と設定内容 

      「国民の祝日に関する法律」（昭和 23 年法第 178 号）に定める休日及び年末年始（12 月 

29 日から翌年 1 月 3 日）を休館日とする。 

ただし、多目的工作室は日曜日及び土曜日も休館日とする。また、施設・設備の保守点検 

等、管理運営上必要がある場合は、別に臨時休館日を設定する。 

 

（３）利用料金の考え方と設定内容 

     センターの利用については、別表 1 に定めるところにより、利用料を徴収する。 

 

（４）利用料金の減免に対する考え方 

次に掲げる場合には、利用料金を減免するものとし、その減免率は別表２に定めるところ

により行う。ただし、実費を超える入場料、受講料その他これらに類するものを徴収する場

合又は物品等の販売を主たる目的として利用する場合は、この限りでない。 

 ア 県又は社会福祉法人が利用するとき 

イ 社会福祉に関する研修会、講演会その他の催物のために利用するとき 

ウ 心身に障がいのある者（療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者手帳交付者）の社会参

加を促進する目的として利用するとき 

エ 介護保険による要介護又は要支援認定を受けた者の社会参加を促進する目的として利用

するとき 

オ ウ又はエの者及び介護者の占める割合が 1/2 以上である利用のとき 

カ 県内の児童、生徒又は学生が講演、学生等の作品の展示等文化芸術に関する行事のため 

に利用するとき 

キ ホールを専ら練習又は準備のために利用するとき 

ク 心身に障がいのある者（療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者手帳交付者）及びその 

介護者の占める割合が 1/2 未満である利用のとき 

ケ 介護保険による要介護又は要支援認定を受けた者及びその介護者の占める割合が 1/2 未 

満である利用のとき 

 

（５）施設設備の維持管理に向けた考え方 

利用者が快適、安全に利用できるよう、また、施設の運営に支障を来さないよう日常また 

は定期的に必要な保守業務及び点検業務を行い、最良の状態を維持する。また、開設から 10

年以上が経過し、経年劣化等による施設設備の故障等不具合が増加傾向にあるので、緊急性

の高いものは迅速に対応し、その他の修理、修繕については、利用者の安全性を確保しなが

ら計画的に実施していく。 



 

（６）外部委託の考え方 

ア 外部委託する業務内容とその考え方 

        管理業務のうち、専門性のあるものについては、適当な外部業者に再委託することと

し、その業務は別紙１「福祉人材研修センター管理外部委託業務一覧」のとおりとする。 

  イ 委託先選定方法 

       委託先選定方法については、鳥取県社会福祉協議会経理規程第 12 章の契約に関する規

定及び鳥取県社会福祉協議会契約事務取扱規程に基づき、一般競争入札、指名競争入札

または随意契約により適切に行う。 

なお、外部委託業務の実施に当たっては、県内事業者への発注に努める。 

 

（７）サービスの向上策と利用促進に向けた取組 

  ① 意見箱の設置、利用点検表により利用者の要望・意見を運営に反映させ、サービスの向 

 上を図る。 

② 利用促進、隙間利用について外部の意見を聞く機会を設けるとともに、広く県民に向け 

 て施設の広報に努める。 

  ③ 福祉体験交流プラザの機能（福祉体験コーナーの設置、福祉情報の発信、交流スペース 

   の設置等）を充実させ、広く県民が集えるスペースを提供する。 

④ ホームページにて施設情報を公開し、利用申込み等がよりわかりやすいものとなるよ 

 う工夫する。 

⑤ 利用者の利便のため、隣接する障がい者施設によるコーヒー、パン等の販売サービスな 

どを積極的に取り入れる。 

    ⑥ 利用促進イベントの開催 

 

（８）個人情報の保護への対応 

個人情報保護に関する法律（平成 15 年法第 57 号）、法務省が所管する事業を行う事業者

等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン（平成 16 年 10 月法務省策定）及び鳥取

県個人情報保護条例（平成 11 年鳥取県条例第 3 号）、鳥取県社会福祉協議会個人情報保護規

程（平成 17 年 4 月 1 日施行）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮する

とともに、知り得た情報の漏洩、管理以外の目的外使用が生じないよう適正な管理を行う。 

また、施設利用に関する事務を行うパソコンにはパスワードを設け、第三者が安易に情報 

を引き出せないようにするとともに、利用申込みなどで収集した個人情報はその目的に沿っ

て必要な範囲でのみ利用する。 

 

（９）情報の公開への対応 

鳥取県情報公開条例（平成 12 年鳥取県条例第 2 号）及び鳥取県社会福祉協議会情報公開規

程（平成 17 年 4 月 1 日施行）の規定を遵守し、センターの管理に関して保有する情報を積

極的に公開する。 

なお、センターの事業計画書、事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等を公開 

する。 

 



３ 事故・事件の防止措置と緊急時の対応等 

（１）火災・盗難・災害などの事故・事件の防止（防災）対策 

① 消防法に基づき消防計画を定め、火災等の災害及び人命の安全、被害の防止について必 

要な業務に取り組む。 

② 防火管理者及び火元責任者を設置し、消防設備・機器の設置・点検を行い、火災予防に 

努める。 

③ 電気事業法に基づく保安規程に従い電気設備の点検を行う。 

④ 警備委託業者と連携して火災、盗難等に適切に対応する。 

⑤ 災害発生時には消防計画に基づき自衛消防隊を組織し、施設利用者の安全を確保するた 

め、必要な措置をとる。そのため、年 2 回の避難訓練を実施し、自衛消防隊の任務を周知 

する。 

 

（２）緊急時の体制・対応 

    ① 火災や自然災害、事故等が発生した場合、利用者等の安全を確保するため、「県立福祉人 

   材研修センター危機管理マニュアル」に定めたところにより、全職員が迅速かつ的確な対 

応を行う。   

  ② 利用者の急病、けが等に対応できるよう近隣の医療機関等と連携し、的確に対応する。 

   ③ Ｊ-ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）による、施設利用者及び職員の安全確保に努め

るため、同システムが有効に活用できるよう、適切な管理運用を行う。 

④ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は常時使用ができるよう定期点検を行うとともに、ＡＥ 

Ｄを使用するための講習会を受講した職員を 1 名以上配置する。 

 

（３）利用者の苦情等トラブルの未然防止と対処方法 

   ① 定期的に館内外を巡回し、施設の状況の点検や利用者等の状況を把握するとともに、利 

用者の意見を聴き、その声を運営に反映させることによりトラブルの未然防止に努める。 

② 苦情等があった場合は、その内容をよく聴き、誠実にその解決を図るとともに、苦情内 

容、対処方針または対応の結果について県へ報告する。 

③ 意見箱の設置、施設利用後に提出する「利用点検表」に要望欄を設け、苦情等を把握す 

る。    

 

４ 利用者等の要望の把握及び対応方針  

（１）適宜各種情報の提供と併せ随時要望を聴取する。 

（２）ホームページ上で広く意見を聴取する。 

（３）施設利用後に提出する「利用点検表」に要望欄を設け、ニーズ等を把握する。 

（４）意見箱を設置する。 

（５）利用促進イベントの開催時にアンケートを実施し、広く意見を聴取する。 

（６）把握した要望は、迅速かつ適切に対応するとともに、その結果及び対応状況については軽 

微なものは月次業務報告書で、重大なものは速やかに県へ報告することとする。 

 

 

 



５ 組織及び職員の配置等 

（１）管理運営の組織 

   館長          （１人）〔鳥取県社会福祉協議会事務局長が兼務〕 

       総務部 

           事務課長代理（１人）〔鳥取県社会福祉協議会総務部長が兼務〕 

事務係員  （１人）〔鳥取県社会福祉協議会主事が兼務〕 

           嘱託職員  （２人） 

   ア 館長については、社会福祉に関する知識・見識の豊かな鳥取県社会福祉協議会事務局 

    長が兼務する。 

   イ 利用者の快適な利用と施設の円滑な運営を図るため、必要となる職員を配置する。 

 

（２）職員の職種等                                 （年額） 

職種 

（職名） 

雇用関係 

月勤務 

日 数 

担当する業務内容 資格等 

人件費 

（千円） 

館長 常勤役員 ２０日 管理責任者 防火管理者 ０ 

事務課長 

代理 

常勤職員 ２０日 

 

事務総括  ０ 

事務係員 常勤職員 ２０日 事務全般 

（受付、契約、修繕対応等） 

 ２，２５５ 

嘱託職員 常勤職員 ２０日 事務全般 

（受付、利用者対応等） 

 ２，３９４ 

嘱託職員 常勤職員 ２０日 事務全般 

（送迎等） 

 ９５８ 

計     ５，６０７ 

 

（３）日常の職員配置 

配置場所 職員配置時間帯 職名 

管理事務所 ８：３０～１７：１５ 館長（常勤：兼務） 

事務課長代理（常勤：兼務） 

事務係員（常勤：兼務） 

受付（受付、予約、鍵の

貸出、貸出物品の準備、

使用料の徴収） 

８：３０～１７：１５ 嘱託職員（常勤） 

その他（送迎車運転、物

品点検、事務補助） 

８：３０～１７：１５ 嘱託職員（常勤） 

 

（４）人材育成 

   個別の研修計画を作成し、職員の資質の向上を図る。     

   （接遇研修、ＡＥＤ講習、人権研修、福祉関連研修等） 

  

 



６ 関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況及び対応状況 

  なし 

 

７ 委託、工事請負の発注予定 

種別 内容 期間 

金額 

（概算） 

 

発注先 選定方法 

県外事業者へ発注

する必要がある場

合はその理由 

委託 建 築 物 環

境 衛 生 管

理 

H26.4.1～

H27.3.31 

522 千円 

 

県外・県内 随意契約  

委託 電 気 工 作

物 保 安 管

理   

H26.4.1～

H31.3.31 

1,560 千円 県外・県内 随意契約  

委託 非常用自

家発電設

備点検 

H26.4.1～

H31.3.31 

580 千円 県外・県内 随意契約  

委託 

 

消 防 用 設

備・消火器

点検 

H26.4.1～

H31.3.31 

2,210 千円 県外・県内 随意契約  

委託 中 央 水 路

保守清掃 

H26.4.1～

H31.3.31 

2,405 千円 県外・県内 随意契約  

委託 

 

清掃業務 H26.4.1～

H27.3.31 

4,234 千円 県外・県内 指名競争

入札 

 

委託 機械警備 H26.4.1 ～

H31.3.31 

1,450 千円 県外・県内 随意契約  

 

委託 人的警備 H26.4.1 ～

H31.3.31 

10,065 千円 県外・県内 指名競争

入札 

 

委託 植栽管理 H26.4.1 ～

H31.3.31 

3,535 千円 

 

県外・県内 随意契約  

委託 空 調 関 係

点検 

H26.4.1 ～

H31.3.31 

6,300 千円 県外・県内 指名競争

入札 

 

委託 中 央 監 視

盤 保 守 点

検 

H26.4.1 ～

H31.3.31 

10,500 千円 県外・県内 指名競争

入札 

 

委託 エ レ ベ －

タ ー 保 守

点検 

H26.4.1 ～

H31.3.31 

3,025 千円 県外・県内 随意契約 
設置機種のメンテ

ナンス受注業者が

県内にないため。 

委託 

 

電 話 交 換

機 保 守 点

検 

H26.4.1 ～

H31.3.31 

2,100 千円 県外・県内 随意契約  

委託 音 響 機 器

保守点検 

H26.4.1 ～

H31.3.31 

240 千円 県外・県内 随意契約  

委託 移 動 観 覧

席 保 守 点

検 

H26.4.1 ～

H31.3.31 

1,860 千円 

 

県外・県内 随意契約  

委託 廃 棄 物 収

集 運 搬 業

務 

H26.4.1 ～

H27.3.31 

139 千円 県外・県内 随意契約  

委託 自 動 ド ア

保守点検 

H26.4.1 ～

H31.3.31 

565 千円 県外・県内 随意契約 

 

 



種別 内容 期間 

金額 

（概算） 

 

発注先 選定方法 

県外事業者へ発注

する必要がある場

合はその理由 

委託 排 煙 装 置

保守点検 

H26.4.1 ～

H31.3.31 

840 千円 県外・県内 随意契約  

委託 構内除雪 H26.12.15

～

H27.3.31 

396 円 県外・県内 随意契約  

   

８ 社会的責任の遂行状況 

（１）障がい者雇用 

   ア 常用労働者数５０人以上の事業者であり、 

   ☑ 法定雇用率を達成している。 

     （平成２５年６月１日現在で管轄公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書」

の写しを添付すること。） 

   □ 法定雇用率を達成していない。 

 

  イ 常用労働者数が５０人未満の事業者であり、 

   □ 障がい者（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）を雇用している。 

     （障がい者雇用を証明できる書類を添付すること。） 

   □ 障がい者を雇用していない。 

 

（２）男女共同参画推進企業の認定 

   ☑ 男女共同参画推進企業に認定されている。（認定書の写しを添付すること。） 

   □ 男女共同参画推進企業に認定されていない。 

 

（３）鳥取県版環境管理システム審査登録制度（TEAS）Ⅰ種又はⅡ種規格認証等 

   TEASⅠ種規格又はⅡ種規格に基づく環境管理システムについて 

   ☑ 認証登録されている。（登録証等の写しを添付すること。） 

   □ 認証登録されていない。 

 

９ その他の計画等 

   なし 

 

 

 

 

 

 

 

 


